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第171期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

① 計算書類 ・計算書類の注記・・・・・・・ 2 ページ
② 連結計算書類 ・連結計算書類の注記・・・・・16ページ

　
2020年４月１日から
2021年３月31日まで

　

上記の事項につきましては、法令および当行定款第14条に基づき、インターネ
ット上の当行ウェブサイト（https://www.shimagin.co.jp）に掲載すること
により、株主の皆さまに提供しております。

株式会社島根銀行
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① 計算書類
・計算書類の注記

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
重要な会計方針
1．商品有価証券の評価基準及び評価方法
　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
2．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子
法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式
及び上場受益証券等については決算日前１カ月の市場価格等の平均に基づく時価法（売却原価は移動平均法
により算定）、また、それ以外については決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法によ
り算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法に
より行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

（2）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記2．(1)のうちその他有価証券と同
じ方法により行っております。

3．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）
　有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並び
に2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ６年〜50年
その他 ２年〜50年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内にお
ける利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

（3）リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産
は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
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4．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及
びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書き
に記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除
し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大
きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可
能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しておりま
す。
　上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計
上しており、予想損失額は、原則として１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定
期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立し
た資産監査部署が査定結果を監査しております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等の一部については、債権額から担保の評価額及
び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額してお
り、その金額は3,677百万円であります。

（2）退職給付引当金
　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事
業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及
び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（９年）による定率法により損益

処理
数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（９年）による定率

法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
（3）睡眠預金払戻損失引当金
　睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備
えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。

（4）偶発損失引当金
　偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支
払見積額を計上しております。

（5）役員株式給付引当金
　役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく役員及び執行役員への当行株式の交付に備えるため、
当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

（6）業績連動賞与引当金
　業績連動賞与引当金は、役員及び執行役員への業績連動賞与の支払いに備えるため、役員及び執行役員に
対する業績連動賞与の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しており
ます。
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5．消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有
形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
6．関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
（受益証券に係る収益、費用の会計処理）
　当行は受益証券に係る期中収益分配金（償還時の差損益含む）については有価証券利息配当金に計上し、受
益証券の解約益は国債等債券売却益に、受益証券の解約損は国債等債券売却損に計上しております。

追加情報
　「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準（企業会計基準第 24号 2020 年３月 31
日）を当事業年度に係る計算書類から適用し、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処
理の原則及び手続を新たに開示しております。

会計方針の変更
　当行の保有する受益証券に係る期中収益分配金（解約・償還時の差損益含む）につきましては従来、全体で益
となる場合は、有価証券利息配当金に計上し、全体で損となる場合はその金額を国債等債券売却損に計上してお
りましたが、当事業年度より受益証券に係る期中収益分配金（償還時の差損益含む）については有価証券利息配
当金に計上し、受益証券の解約益は国債等債券売却益に、受益証券の解約損は国債等債券売却損に計上すること
に変更しております。
　この変更は、2019年９月６日に締結したＳＢＩホールディングス株式会社との資本業務提携により、当行の
有価証券等の運用をインカムゲイン重視の方針に見直したため、当該状況をより適切に反映できると判断したこ
とによるものであります。
　当該会計方針の変更は遡及適用されておりますが、経常利益又は経常損失以降の損益に影響がないため、株主
資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は変動しておりません。また、１株当たり情報に与える影響はあり
ません。

会計上の見積りの変更
（退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数の変更）
　退職給付に係る会計処理における、数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数について、従来、従業
員の平均残存勤務期間内の一定の年数（12年）で費用処理しておりましたが、平均残存勤務期間がこれを下回っ
たため、当事業年度より費用処理年数を９年に変更しております。
　この変更に伴い、従来の費用処理年数によった場合と比較し、当事業年度の経常利益、税引前当期純利益は、
それぞれ３百万円減少しております。
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表示方法の変更
　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 31 号 2020 年３月 31 日）を当事業年度に
係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

重要な会計上の見積り
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書

類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
1．貸倒引当金
（1）当事業年度に係る計算書類に計上した額

貸倒引当金 3,061百万円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針4.引当金の計上基準」（1）貸倒引当金に記載しております。
当行は、自己査定基準に基づき、資産査定を実施した上で、債権を債務者区分（正常先、要注意先、破

綻懸念先、実質破綻先及び破綻先）に分類した上で、債務者区分ごとに貸倒引当金を算定しています。
債務者区分は、債務者の実態的な財務内容、資金繰り、収益力等によりその返済能力を検討し、債務者

に対する貸出条件及びその履行状況を確認の上、業種等の特性を踏まえ、事業の継続性と収益性の見通
し、キャッシュ・フローによる債務償還能力、経営改善計画等の妥当性、金融機関等の支援状況等を総合
的に勘案し、判断しています。
②主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判断における債務者の将来の業績見通し」であります。
①算出方法に記載の通り、債務者区分の判断の中で、各債務者の事業の継続性と収益性の見通し、キャ

ッシュ・フローによる債務償還能力、経営改善計画等の妥当性を個別に評価しております。特に金融機関
等の支援を前提として経営改善計画等が策定されている債務者については慎重に各債務者の事業の継続性
と収益性の見通しを評価しています。
また、本部貸出金は、地域外の事業性融資が多く、収益力やキャッシュ・フローの状況に加え、物件販

売状況、金融機関等の支援状況などの入手可能な情報を慎重に検討しています。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響については、医療提供体制の充実等により、経済活動は順次再

開してきているものの、収束時期は依然不透明であり、当面は影響が続くため、一定の信用リスクの増加
は生じるものの、政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等により、与信費用が多額に発生する状
況には至らないとの仮定のもと、貸倒引当金の算出を行っております。
③翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
新型コロナウイルス感染症の影響を含む個別債務者の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が

変化した場合は、翌事業年度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性がありま
す。
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2．固定資産の減損
（1）当事業年度に係る計算書類に計上した額

減損損失 156百万円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
当事業年度に係る計算書類に計上した固定資産の減損損失の算出方法は、「注記事項（損益計算書関

係）」２．に記載しております。
当行は「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、固定資産の減損損失の兆候が存在する場合には、

当該固定資産の割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認
識の判定を実施しており、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額を減損損失として認識しております。
なお、減損損失の判定単位である他の資産または資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立

したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位は、原則として
営業店単位としております。
②主要な仮定
固定資産の減損損失の認識の判定において使用している割引前将来キャッシュ・フロー等の前提につい

ては取締役会で決定された将来計画に基づいており、当該将来計画に使用されている収益項目や費用項目
については過去の貸出金利の情勢や営業経費の削減効果などを考慮して算定しています。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響について、上記1.貸倒引当金に記載の与信費用

のほか、貸出金利息、有価証券利息配当金等の収益面での検討を行いましたが、社会経済活動が順次再開
される中において、ＳＢＩグループとの様々な連携施策効果もあり、収益が多額に減少する状況には至ら
ないとの仮定のもと、将来計画を策定しております。
③翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
これらの仮定には不確実性があり、新型コロナウイルス感染症の影響を含む将来の不確実な経済状況及

び当行の経営状況の影響を受け、翌事業年度以降の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
3．繰延税金資産の回収可能性
（1）当事業年度に係る計算書類に計上した額

繰延税金資産 117百万円（繰延税金負債との相殺前）
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
繰延税金資産は、将来の会計期間における将来減算一時差異の解消、税務上の繰越欠損金と課税所得

（税務上の繰越欠損金控除前）との相殺等に係る減額税金の見積額について回収可能性を判断し、計上し
ております。回収可能性については、業績予測によって将来獲得できる課税所得の時期及び金額を合理的
に見積った上で判断しております。
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②主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性の判断において、将来課税所得の見積りは取締役会で決定された将来計画に

基づいており、当該将来計画に使用されている収益項目や費用項目については過去の貸出金利の情勢や営
業経費の削減効果などを考慮して算定しています。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響について、上記1.貸倒引当金に記載の与信費用

のほか、貸出金利息、有価証券利息配当金等の収益面での検討を行いましたが、社会経済活動が順次再開
される中において、ＳＢＩグループとの様々な連携施策効果もあり、収益が多額に減少する状況には至ら
ないとの仮定のもと、将来計画を策定しております。
③翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
これらの仮定には不確実性があり、新型コロナウイルス感染症の影響を含む将来の不確実な経済状況及

び当行の経営状況の影響を受け、翌事業年度以降の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

注記事項
（貸借対照表関係）
1．関係会社の株式総額 517百万円
2．貸出金のうち、破綻先債権額は1,211百万円、延滞債権額は6,402百万円であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又
は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分
を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）第96条
第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ
とを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
3．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は36百万円であります。
　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出
金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
4．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は398百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支
払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債
権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
5．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は8,048百万円であり
ます。
　なお、上記2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
6．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士
協会業種別委員会実務指針第24号 2020年10月８日。）に基づき金融取引として処理しております。これに
より受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、そ
の額面金額は1,586百万円であります。
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7．担保に供している資産は次のとおりであります。
　為替決済、日本銀行歳入代理店等の取引及び日本銀行借入金32,669百万円の担保として、預け金９百万円、
有価証券36,003百万円、証書貸付4,171百万円及びその他の資産4,000百万円を差し入れております。
　また、その他の資産には、敷金14百万円及び保証金10百万円が含まれております。
8．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合
に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約で
あります。これらの契約に係る融資未実行残高は、69,831百万円であります。このうち原契約期間が１年以
内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが58,796百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず
しも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情
勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約
極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動
産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把
握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
9．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、
評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上
し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第１号及び４号に定める
地価公示価格及び財産評価基本通達に基づいて、（奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等）
合理的な調整を行って算出。
　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土
地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 △680百万円

10．有形固定資産の減価償却累計額 4,371百万円
11．有形固定資産の圧縮記帳額 454百万円（当事業年度圧縮記帳額 －百万円）
12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の
保証債務の額は3,790百万円であります。

13．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額 21百万円
14．関係会社に対する金銭債権総額 2,592百万円
15．関係会社に対する金銭債務総額 262百万円
16．銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。
　剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、
当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計
上しております。
　当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は、０百万円であります。
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（損益計算書関係）
1．関係会社との取引による収益

資金運用取引に係る収益総額 22百万円
役務取引等に係る収益総額 1百万円
その他業務・その他経常取引に係る収益総額 ―百万円
その他の取引に係る収益総額 13百万円
関係会社との取引による費用
資金調達取引に係る費用総額 0百万円
役務取引等に係る費用総額 ―百万円
その他業務・その他経常取引に係る費用総額 ―百万円
その他の取引に係る費用総額 35百万円

2．特別損失には、以下の資産について減損損失を計上しております。
　当行は、管理会計上の最小単位を営業店単位としております。（ただし、一部の母店と相互補完関係が強い
出張所は、同一のグルーピングとしております。）
　当事業年度において、事業用資産の再編及び廃止等の意思決定を行ったことや、営業キャッシュ・フローの
低下等により、下記の資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失に計上しておりま
す。なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定評価額から処分
費用見込額を控除しております。

地域 主な用途 種類 減損損失

島根県
営業用店舗
２カ店他

土地・建物・動産 78百万円

鳥取県
営業用店舗
１カ店他

土地・建物・動産 77百万円

合計 ― ― 156百万円
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（株主資本等変動計算書関係）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
　

当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数 摘 要

自己株式
普通株式 44 73 13 104 （注）
合計 44 73 13 104

（注）1．普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加172株及び株式給付信託（信託Ｅ口）が取得した当行株式
の73,100株の合計であります。
2．普通株式の自己株式の減少は、株式給付信託（信託Ｅ口）の給付による減少13,620株であります。
3．当事業年度末の自己株式には、株式給付信託（信託Ｅ口）が保有する当行株式103,181株が含まれております。

（有価証券関係）
　貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権が
含まれております。
1．売買目的有価証券（2021年３月31日現在）
　該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券（2021年３月31日現在）
　

種類 貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

時価が貸借対照表計上額を超えるも
の

国債 － － －
社債 689 701 12
その他 － － －

小計 689 701 12

時価が貸借対照表計上額を超えない
もの

国債 － － －
社債 － － －
その他 7,999 7,999 －

小計 7,999 7,999 －
合 計 8,689 8,701 12
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3．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2021年３月31日現在）
　

貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

子会社・子法人等株式 － － －
関連法人等株式 － － －
合計 － － －
（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式

　

貸借対照表計上額
（百万円）

子会社・子法人等株式 516
関連法人等株式 1
合計 517
　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の
「子会社・子法人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。
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4．その他有価証券（2021年３月31日現在）
　

種類 貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの

株式 － － －
債券 38,087 37,574 513
　国債 26,517 26,124 393
　地方債 1,661 1,632 28
　社債 9,907 9,817 90
その他 28,577 27,786 791

小計 66,664 65,360 1,304

貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの

株式 － － －
債券 10,191 10,262 △71
　国債 4,515 4,528 △13
　地方債 1,000 1,005 △4
　社債 4,675 4,728 △53
その他 36,249 37,000 △750

小計 46,441 47,262 △821
合 計 113,106 112,623 482

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券
区分 貸借対照表計上額（百万円）

① 非上場株式 99
② 受益証券 2,659
③ 組合出資金 118

合計 2,876
　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。

　
5．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
　該当事項はありません。

　

2021年05月20日 23時38分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



13

6．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
　

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株式 377 11 15
債券 2,497 102 －
　国債 1,843 47 －
　地方債 436 36 －
　社債 218 18 －
その他 8,409 132 502
合計 11,285 246 518

　
7．保有目的を変更した有価証券
　該当事項はありません。

　
8．減損処理を行った有価証券
　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券
の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないも
のについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理
（以下、「減損処理」という。）しております。
　なお、当事業年度における減損処理はありません。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下に該当した場合であります。
（1）株式・受益証券

時価が取得原価に比べ、30%以上下落した状態にある場合。
（2）債券

①時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、50%以上下落した場合。
②時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、30%以上下落した状態にある場合で、信用リスクの増大
（格付機関による直近の格付符号が「BBB」相当未満）要因がある場合。

　
（金銭の信託関係）
1．運用目的の金銭の信託（2021年３月31日現在）
　該当事項はありません。

2．満期保有目的債券の金銭の信託（2021年３月31日現在）
　該当事項はありません。
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3．その他の金銭の信託（2021年３月31日現在）

貸借対照表計上額
(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

うち貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの
（百万円）

うち貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの
（百万円）

その他の金銭の
信託 529 526 3 3 －

（注）「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」
の内訳であります。

（税効果会計関係）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。
繰延税金資産
貸出金償却損金不算入額 605百万円
　貸倒引当金損金算入限度超過額 591
減損損失 309
税務上の繰越欠損金 268
減価償却費損金算入限度超過額 113
偶発損失引当金 28
繰延消費税 21
　その他 85
繰延税金資産小計 2,024
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注２） △263
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,642
評価性引当額小計（注１） △1,906
繰延税金資産合計 117
繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金 △147
　その他 △37
繰延税金負債合計 △185
繰延税金資産の純額 △67百万円
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（注１）評価性引当額が956百万円減少しております。この減少の主な内容は、有価証券評価差額金が全体で
益となったことや、貸倒引当金に係る一時差異の減少などによるものであります。
（注２）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期間別の金額

当事業年度（2021年３月31日）
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

合計
（百万円）

税務上の繰越欠損
金（※1） － － － － － 268 268
評価性引当額 － － － － － 263 263
繰延税金資産（※
2） － － － － － 4 4
（※1）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
（※2）税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産４百万円は、将来の課税所得の見込等により回収可能と判断

しております。
　
　
　

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 1,896円85銭
１株当たりの当期純利益金額 37円44銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 33円36銭
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② 連結計算書類
・連結計算書類の注記

連結計算書類の作成方針
（1）連結の範囲に関する事項
① 連結される子会社及び子法人等 １社
会社名
松江リース株式会社

② 非連結の子会社及び子法人等
該当ございません。

（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等

該当ございません。
② 持分法適用の関連法人等 １社
会社名
しまぎんユーシーカード株式会社

③ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等
該当ございません。

④ 持分法非適用の関連法人等
該当ございません。

（3）他の会社等の議決権の100分の20以上100分の50以下を自己の計算において所有しているのにもかかわ
らず関連会社としなかった当該他の会社等の名称
会社名
シノケンリート投資法人
（関連会社としなかった理由）
出資目的及び取引等の状況の実態から、財務及び営業又は事業の方針の決定に対し、重要な影響を
与えていないため、関連会社に含めておりません。

（4）連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。
３月末日 １社
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　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいておりま
す。
　
会計方針に関する事項
（1）商品有価証券の評価基準及び評価方法
　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。

（2）有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有
価証券のうち時価のある株式及び上場受益証券等については連結決算日前１カ月の市場価格等の平均に基
づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、また、それ以外については連結決算日の市場価格等に
基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められ
るものについては移動平均法による原価法により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(2) ①のうちその他有価証券と同
じ方法により行っております。

（3）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
　有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並
びに2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ６年〜50年
その他 ２年〜50年
②無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並
びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。
③リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産
は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。

（4）貸倒引当金の計上基準
　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及
びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書き
に記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除
し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大
きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し
必要と認める額を計上しております。
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　上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計
上しており、予想損失額は、原則として１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定
期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立し
た資産監査部署が査定結果を監査しております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等の一部については、債権額から担保の評価額及
び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額してお
り、その金額は3,677百万円であります。
　連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要
と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれ
ぞれ計上しております。

（5）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
　睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備
えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。

（6）偶発損失引当金の計上基準
　偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支
払見積額を計上しております。

（7）役員株式給付引当金の計上基準
　役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく役員及び執行役員への当行株式の交付に備えるため、
当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

（8）業績連動賞与引当金の計上基準
　業績連動賞与引当金は、役員及び執行役員への業績連動賞与の支払いに備えるため、役員及び執行役員に
対する業績連動賞与の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上して
おります。

（9）退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
は給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとお
りであります。
過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（９年）による定率法により損益

処理
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（９年）による

定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
（10）リース取引の収益・費用の計上基準

　ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上
する方法によっております。

（11）消費税等の会計処理
　当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
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（12）関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
（受益証券に係る収益、費用の会計処理）
　当行は受益証券に係る期中収益分配金（償還時の差損益含む）については有価証券利息配当金に計上し、
受益証券の解約益はその他業務収益に、受益証券の解約損はその他業務費用に計上しております。

追加情報
　「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準（企業会計基準第 24号 2020 年３月 31
日）を当連結会計年度に係る連結計算書類から適用し、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用し
た会計処理の原則及び手続を新たに開示しております。

会計方針の変更
（受益証券に係る収益、費用の計上区分の変更）
　当行の保有する受益証券に係る期中収益分配金（解約・償還時の差損益含む）につきましては従来、全体で
益となる場合は、有価証券利息配当金に計上し、全体で損となる場合はその金額をその他業務費用に計上して
おりましたが、当連結会計年度より受益証券に係る期中収益分配金（償還時の差損益含む）については有価証
券利息配当金に計上し、受益証券の解約益はその他業務収益に、受益証券の解約損はその他業務費用に計上す
ることに変更しております。
　この変更は、2019年９月６日に締結したＳＢＩホールディングス株式会社との資本業務提携により、当行
の有価証券等の運用をインカムゲイン重視の方針に見直したため、当該状況をより適切に反映できると判断し
たことによるものであります。
　当該会計方針の変更は遡及適用されておりますが、経常利益又は経常損失以降の損益に影響はなく、連結株
主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は変動しておりません。また、１株当たり情報に与える影響は
ありません。

会計上の見積りの変更
（退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数の変更）
　退職給付に係る会計処理における、数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数について、従来、従
業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（12年）で費用処理しておりましたが、平均残存勤務期間がこれを下
回ったため、当連結会計年度より費用処理年数を９年に変更しております。
　この変更に伴い、従来の費用処理年数によった場合と比較し、当連結会計年度の経常利益、税金等調整前当
期純利益は、それぞれ３百万円減少しております。

表示方法の変更
　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 31 号 2020 年３月 31 日）を当連結会計年
度に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
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重要な会計上の見積り
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度

に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
1．貸倒引当金
（1）当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額

貸倒引当金 3,216百万円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「会計方針に関する事項（4）貸倒引当金の計上基準」に記載しております。
当行は、自己査定基準に基づき、資産査定を実施した上で、債権を債務者区分（正常先、要注意先、破

綻懸念先、実質破綻先及び破綻先）に分類した上で、債務者区分ごとに貸倒引当金を算定しています。
債務者区分は、債務者の実態的な財務内容、資金繰り、収益力等によりその返済能力を検討し、債務者

に対する貸出条件及びその履行状況を確認の上、業種等の特性を踏まえ、事業の継続性と収益性の見通
し、キャッシュ・フローによる債務償還能力、経営改善計画等の妥当性、金融機関等の支援状況等を総合
的に勘案し、判断しています。
②主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判断における債務者の将来の業績見通し」であります。
①算出方法に記載の通り、債務者区分の判断の中で、各債務者の事業の継続性と収益性の見通し、キャ

ッシュ・フローによる債務償還能力、経営改善計画等の妥当性を個別に評価しております。特に金融機関
等の支援を前提として経営改善計画等が策定されている債務者については慎重に各債務者の事業の継続性
と収益性の見通しを評価しています。
また、本部貸出金は、地域外の事業性融資が多く、収益力やキャッシュ・フローの状況に加え、物件販

売状況、金融機関等の支援状況などの入手可能な情報を慎重に検討しています。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響については、医療提供体制の充実等により、経済活動は順次再

開してきているものの、収束時期は依然不透明であり、当面は影響が続くため、一定の信用リスクの増加
は生じるものの、政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等により、与信費用が多額に発生する状
況には至らないとの仮定のもと、貸倒引当金の算出を行っております。
③翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
新型コロナウイルス感染症の影響を含む個別債務者の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が

変化した場合は、翌連結会計年度に係る連結計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性が
あります。
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2．固定資産の減損
（1）当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額

減損損失 156百万円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した固定資産の減損損失の算出方法は、「注記事項（連結損

益計算書関係）」２．に記載しております。
当行は「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、固定資産の減損損失の兆候が存在する場合には、

当該固定資産の割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認
識の判定を実施しており、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額を減損損失として認識しております。
なお、減損損失の判定単位である他の資産または資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立

したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位は、原則として
営業店単位としております。
②主要な仮定
固定資産の減損損失の認識の判定において使用している割引前将来キャッシュ・フロー等の前提につい

ては取締役会で決定された将来計画に基づいており、当該将来計画に使用されている収益項目や費用項目
については過去の貸出金利の情勢や営業経費の削減効果などを考慮して算定しています。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響について、上記1.貸倒引当金に記載の与信費用

のほか、貸出金利息、有価証券利息配当金等の収益面での検討を行いましたが、社会経済活動が順次再開
される中において、ＳＢＩグループとの様々な連携施策効果もあり、収益が多額に減少する状況には至ら
ないとの仮定のもと、将来計画を策定しております。
③翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
これらの仮定には不確実性があり、新型コロナウイルス感染症の影響を含む将来の不確実な経済状況及

び当行の経営状況の影響を受け、翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があり
ます。

3．繰延税金資産の回収可能性
（1）当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額

繰延税金資産 164百万円（繰延税金負債との相殺前）
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
繰延税金資産は、将来の会計期間における将来減算一時差異の解消、税務上の繰越欠損金と課税所得

（税務上の繰越欠損金控除前）との相殺等に係る減額税金の見積額について回収可能性を判断し、計上し
ております。回収可能性については、業績予測によって将来獲得できる課税所得の時期及び金額を合理的
に見積った上で判断しております。
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②主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性の判断において、将来課税所得の見積りは取締役会で決定された将来計画に

基づいており、当該将来計画に使用されている収益項目や費用項目については過去の貸出金利の情勢や営
業経費の削減効果などを考慮して算定しています。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響について、上記1.貸倒引当金に記載の与信費用

のほか、貸出金利息、有価証券利息配当金等の収益面での検討を行いましたが、社会経済活動が順次再開
される中において、ＳＢＩグループとの様々な連携施策効果もあり、収益が多額に減少する状況には至ら
ないとの仮定のもと、将来計画を策定しております。
③翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
これらの仮定には不確実性があり、新型コロナウイルス感染症の影響を含む将来の不確実な経済状況及

び当行の経営状況の影響を受け、翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があり
ます。

注記事項
（連結貸借対照表関係）
1．関係会社の株式総額（連結子会社及び連結子法人等の株式を除く） 73百万円
2．貸出金のうち、破綻先債権額は1,211百万円、延滞債権額は6,402百万円であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又
は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分
を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）第96条
第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ
とを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
3．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は36百万円であります。
　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出
金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
4．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は398百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支
払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債
権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
5．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は8,048百万円であり
ます。
　なお、上記2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
6．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士
協会業種別委員会実務指針第24号 2020年10月８日。）に基づき金融取引として処理しております。これに
より受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、そ
の額面金額は1,586百万円であります。
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7．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
リース債権及びリース投資資産 1,256百万円
その他資産 139百万円
担保資産に対応する債務
借用金 1,142百万円

　上記のほか、為替決済、日本銀行歳入代理店等の取引及び日本銀行借入金32,669百万円の担保として、預
け金９百万円、有価証券36,003百万円、証書貸付4,171百万円及びその他資産4,000百万円を差し入れてお
ります。
　また、その他資産には、敷金14百万円及び保証金11百万円が含まれております。
8．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合
に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約で
あります。これらの契約に係る融資未実行残高は、69,631百万円であります。このうち原契約期間が１年以
内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが58,596百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず
しも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情
勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約
極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動
産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把
握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
9．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価
を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の
部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第１号及び４号に定める
地価公示価格及び財産評価基本通達に基づいて、（奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等）
合理的な調整を行って算出。
　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業
用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 △680百万円

10．有形固定資産の減価償却累計額 5,147百万円
11．有形固定資産の圧縮記帳額 454百万円（当連結会計年度圧縮記帳額 －百万円）
12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債
務の額は3,790百万円であります。

13．当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額 21百万円
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（連結損益計算書関係）
1．「その他の経常費用」には、株式等売却損15百万円を含んでおります。
2．特別損失には、以下の資産について減損損失を計上しております。
　当行は、管理会計上の最小単位を営業店単位としております。（ただし、一部の母店と相互補完関係が強い
出張所は、同一のグルーピングとしております。）
　当連結会計年度において、事業用資産の再編及び廃止等の意思決定を行ったことや、営業キャッシュ・フロ
ーの低下等により、下記の資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失に計上しており
ます。なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定評価額から処
分費用見込額を控除しております。

地域 主な用途 種類 減損損失

島根県
営業用店舗
２カ店他

土地・建物・動産 78百万円

鳥取県
営業用店舗
１カ店他

土地・建物・動産 77百万円

合計 ― ― 156百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）
1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計
年度末株式数 摘 要

発行済株式
普通株式 8,416 ― ― 8,416
Ａ種優先株式 940 ― ― 940
合計 9,356 ― ― 9,356

自己株式
普通株式 44 73 13 104 （注）
合計 44 73 13 104

（注）1．普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加172株及び株式給付信託（信託Ｅ口）が取得した当行株式
の73,100株の合計であります。
2．普通株式の自己株式の減少は、株式給付信託（信託Ｅ口）の給付による減少13,620株であります。
3．当事業年度末の自己株式には、株式給付信託（信託Ｅ口）が保有する当行株式103,181株が含まれております。

2．配当に関する事項
（1）当連結会計年度中の配当金支払額

（決議） 株式の
種類 配当金の総額 １株当たり

の金額 基準日 効力発生日

2020年
６月24日
定時株主総会

Ａ種優先株式 １百万円 　 １円36銭 2020年
３月31日

2020年
６月25日

2020年
11月13日
取締役会

Ａ種優先株式 ０百万円 ０円73銭 2020年
９月30日

2020年
12月４日

合 計 １百万円
　
（2）2021年６月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式及びＡ種優先株式の配当に関する事項を次
のとおり提案しております。

（決議予定） 株式の
種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり

配当額 基準日 効力発生日

2021年
６月24日
定時株主総会

普通株式 42百万円 利益剰余金 ５円00銭 2021年
３月31日

2021年
６月25日

Ａ種優先株式 10百万円 利益剰余金 10円73銭 2021年
３月31日

2021年
６月25日

（注）配当金の総額には、「株式給付信託（BBT）」制度において設定した信託（信託Ｅ口）に対する配当金０百万円が含まれてお
ります。
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
　当行グループは、預金業務、貸出業務、投資信託の販売といった金融サービス事業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金は、預金が中心でありますが、一部借入金や社債による調達も行っておりま
す。このように、主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による不利な
影響が生じないように、当行では、資産及び負債の総合的管理（ALM）を行っております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
　当行グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出金であり、顧客の契約
不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、経済環境等の状況の変化により、契約条件に従っ
た債務履行がなされない可能性があります。また、有価証券は、主に、債券、株式、受益証券等であり、純
投資目的のほか、株式の一部は政策投資目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク
及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
　当行グループが保有する金融負債は、主として国内の取引先の預金であり、金利リスクを有しておりま
す。また、借入金等は、一定の環境の下で当行グループが市場を利用できなくなる場合など、支払期日にそ
の支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
　当行グループは、当行の融資業務関連規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金につい
て、個別案件ごとの与信審査、内部格付、取引方針及び与信限度、信用情報管理、保証や担保の設定、問
題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管理は、各営業店の
ほか審査管理グループにより行われ、また、定期的に経営陣による経営会議や取締役会を開催し、審議・
報告を行っております。さらに、与信管理の状況については、業務監査室がチェックしております。
　有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しては、営業
推進グループにおいて、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。

②市場リスクの管理
（i） 金利リスクの管理
　当行グループは、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。ALMに関する規程及び細則
等において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、取締役会等において決定されたALMに
関する方針に基づき、取締役会等において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っておりま
す。日常的には総合企画グループにおいて金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ
分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、月次ベースで取締役会等に報告しております。

（ii） 為替リスク及び価格変動リスクの管理
　有価証券の保有については、取締役会等の方針に基づき、取締役会の監督の下、職務権限規程に従い
行われております。このうち、営業推進グループでは、事前審査、運用限度額の設定のほか、継続的な
モニタリングを通じて、為替リスク及び価格変動リスクの軽減を図っております。営業推進グループで
保有している株式の多くは、純投資目的で保有しているものであり、運用状況、市場環境等をモニタリ
ングしております。これらの情報は総合企画グループを通じ、取締役会等において定期的に報告されて
おります。また、ロスカット規程に基づき、アラーム基準とロスカット基準の抵触を管理し、損失拡大
を防止する体制としております。
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（iii） デリバティブ取引
　デリバティブ取引は、本部職務権限基準を定めた内部規程に基づき取組んでおります。営業推進グル
ープがその取引執行と管理を行い、取引の状況は日々バック部門担当が営業推進グループ担当執行役員
及び総合企画グループへ、月１回取締役会に報告し、目的外使用、一定の限度額や想定する資産の額を
超えた取引を行うことを防止する体制としています。また、ロスカット規程に基づき、アラーム基準と
ロスカット基準の抵触を管理し、損失拡大を防止する体制としております。

（iv） 市場リスクに係る定量的情報
　当行では、保有する金融資産・負債について、内部管理上、VaRを算定し、定量的分析に利用してお
ります。
　VaRの算定にあたっては、分散共分散法（保有期間25日、信頼区分99.0％、観測期間1,200日）を
採用しており、2020年３月期よりコア預金の算出に内部モデルを使用しております。
　2021年３月31日（当期の連結決算日）現在で、当行保有の金融資産・負債の市場リスク量（損失額
の推計値）は、全体で1,984百万円（相関考慮後）であります。
　なお、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生率での市場リスクを計測してお
り、通常では考えられないほどに市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があり
ます。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
　当行は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場状況を考慮した長
短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
　2021年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参
照）。また、重要性の乏しい科目については、記載を省略しております。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額 時価 差額

（１） 現金預け金 75,889 75,889 ―
（２） 買入金銭債権 7,999 7,999 ―
（３） 金銭の信託 529 529 ―
（４） 有価証券

満期保有目的の債券 689 701 12
その他有価証券 113,106 113,106 ―

（５） 貸出金 308,219
貸倒引当金（※１） △3,047

305,171 305,052 △118
資産計 503,385 503,279 △106
（１） 預金 471,348 471,683 334
（２） 借用金 33,811 33,812 1
負債計 505,160 505,496 335

（※１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
　
（注１）金融商品の時価の算定方法
　資 産
（1）現金預け金
　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価として
おります。満期のある預け金については、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（2）買入金銭債権
　買入金銭債権のうち、長期の信託受益権については、取引金融機関から提示された価格によってお
ります。長期の信託受益権以外については、約定期間が短期間（概ね６か月以内）であり時価は帳簿
価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（3）金銭の信託
　信託財産構成物のうち、投資信託は純資産価値又は取得価格を時価とし、それ以外のものについては
満期のない預け金等から構成されており、時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時
価としております。
　なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（金銭の信託関係）」に記載しておりま
す。
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（4）有価証券
　株式は取引所の価格、債券は「日本証券業協会」が公表する価格、合理的に算定された価格又は取引
金融機関から提示された価格によっております。投資信託は公表されている基準価格又は合理的に算定
された価格によっております。
　自行保証付私募債等は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規引受を行
った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
　なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しておりま
す。

（5）貸出金
　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行
後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計
額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、割引
手形及び手形貸付は、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込
額に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計
上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないもの
については、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるた
め、帳簿価額を時価としております。

　
　負 債
（1）預金
　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしておりま
す。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現
在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いておりま
す。

（2）借用金
　借用金のうち、固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同
様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間
（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、
金融商品の時価情報の「資産 (3) その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）
区分 連結貸借対照表計上額

① 非上場株式（※１）（※２） 100
② 関連会社株式 73
③ 受益証券（※３） 2,659
④ 組合出資金（※４） 118

合計 2,950
（※１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはして

おりません。
（※２）非上場株式について減損処理はありません。
（※３）受益証券のうち、非上場不動産投資法人については、時価開示の対象とはしておりません。
（※４）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものに

ついては、時価開示の対象とはしておりません。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内 10年超

預け金 70,136 ― ― ― ― ―
買入金銭債権 7,999 ― ― ― ― ―
有価証券
満期保有目的の債券 527 165 ― ― ― ―
その他有価証券のうち満期のあるもの 7,905 24,843 5,315 3,457 37,020 33,895

貸出金（※） 57,041 60,223 42,055 32,659 35,335 73,938
合計 143,610 85,231 47,371 36,116 72,355 107,833

（※）貸出金のうち、延滞が生じている債権3,141百万円、期間の定めのないもの3,824百万円は含めておりません。
　
（注４）借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

（単位：百万円）

１年以内 １年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内 10年超

預金（※） 379,789 81,424 10,124 1 5 3
借用金 16,447 17,216 148 ― ― ―

合計 396,236 98,640 10,272 1 5 3
（※）預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。
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（有価証券関係）
　連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権が含まれております。
1．売買目的有価証券（2021年３月31日現在）
　該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券（2021年３月31日現在）

種類 連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

時価が連結貸借対照表計上額を超え
るもの

国債 － － －
社債 689 701 12
その他 － － －

小計 689 701 12

時価が連結貸借対照表計上額を超え
ないもの

国債 － － －
社債 － － －
その他 7,999 7,999 －

小計 7,999 7,999 －
合 計 8,689 8,701 12

　
3．その他有価証券（2021年３月31日現在）

種類 連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

株式 － － －
債券 38,087 37,574 513
　国債 26,517 26,124 393
　地方債 1,661 1,632 29
　社債 9,907 9,817 90
その他 28,577 27,786 791

小計 66,664 65,360 1,304

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

株式 － － －
債券 10,191 10,262 △71
　国債 4,515 4,528 △13
　地方債 1,000 1,005 △4
　社債 4,675 4,728 △53
その他 36,249 37,000 △750

小計 46,441 47,262 △821
合 計 113,106 112,623 482
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4．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
　該当事項はありません。

　
5．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株式 377 11 15
債券 2,497 102 －
　国債 1,843 47 －
　地方債 436 36 －
　社債 218 18 －
その他 8,409 132 502
合計 11,285 246 518

　
6．保有目的を変更した有価証券
　該当事項はありません。

　
7．減損処理を行った有価証券
　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券
の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないも
のについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失と
して処理（以下、「減損処理」という。）しております。
　なお、当連結会計年度における減損処理はありません。
　また、時価が「著しく下落した」時とは、次の基準に該当した場合であります。
（1）株式・受益証券

時価が取得原価に比べ、30%以上下落した状態にある場合。
（2）債券

①時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、50%以上下落した場合。
②時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、30%以上下落した状態にある場合で、信用リスクの増大
（格付機関による直近の格付符号が「BBB」相当未満）要因がある場合。

（金銭の信託関係）
1．運用目的の金銭の信託（2021年３月31日現在）
　該当事項はありません。

2．満期保有目的の金銭の信託（2021年３月31日現在）
　該当事項はありません。
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3．その他の金銭の信託（2021年３月31日現在）
　

連結貸借対照表
計上額
(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

うち連結貸借対照
表計上額が取得原
価を超えるもの
（百万円）

うち連結貸借対照
表計上額が取得原
価を超えないもの
（百万円）

その他の金銭の
信託 529 526 3 3 －

　

（注）「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ
「差額」の内訳であります。

（賃貸等不動産関係）
1．賃貸等不動産の状況に関する事項
　当行グループは、島根県において本店建物を当行で使用するとともに、当連結会計年度より一部のフロア
を他社に賃貸しております。

2．賃貸等不動産の時価に関する事項
連結貸借対照表計上額（百万円） 時価（百万円）

677 375
（注）当連結会計年度末の時価は、本店建物の不動産鑑定評価に賃貸面積割合を乗じ算定しております。

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 2,028円67銭
１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 41円56銭
潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する
当期純利益金額 36円90銭

　

2021年05月20日 23時38分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）


